
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
施
行
令

内
閣
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条

第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
十
三
条
第
一

項
、
第
十
四
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

第
一
条
　
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の

第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
化
学
物
質
と

す
る
。

一
　
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

二
　
ポ
リ
塩
化
ナ
フ
タ
レ
ン
（
塩
素
数
が
二
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）

三
　
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

四
　
一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
八
・
八
ａ―

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ

―

エ
キ
ソ―

一
・
四―

エ
ン
ド―

五
・
八―

ジ
メ
タ

ノ
ナ
フ
タ
レ
ン
（
別
名
ア
ル
ド
リ
ン
。
第
七
条
の
表

三
の
項
に
お
い
て
「
ア
ル
ド
リ
ン
」
と
い
う
。
）

五
　
一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ―

六
・
七―

エ
ポ
キ
シ―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・

七
・
八
・
八
ａ―

オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ―

エ
キ
ソ―

一
・

四―

エ
ン
ド―

五
・
八―

ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン

（
別
名
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
。
第
七
条
の
表
四
の
項
に
お

い
て
「
デ
ィ
ル
ド
リ
ン
」
と
い
う
。
）

六
　
一
・
二
・
三
・
四
・
十
・
十―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ―

六
・
七―

エ
ポ
キ
シ―

一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・

七
・
八
・
八
ａ―

オ
ク
タ
ヒ
ド
ロ―

エ
ン
ド―

一
・

四―

エ
ン
ド―

五
・
八―

ジ
メ
タ
ノ
ナ
フ
タ
レ
ン

（
別
名
エ
ン
ド
リ
ン
）

七
　
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

二
・
二―

ビ
ス

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｔ
。

第
七
条
の
表
三
の
項
に
お
い
て
「
Ｄ
Ｄ
Ｔ
」
と
い

う
。
）

八
　
一
・
二
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八―

オ
ク
タ

ク
ロ
ロ―

二
・
三
・
三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ―

ヘ
キ

サ
ヒ
ド
ロ―

四
・
七―

メ
タ
ノ―

一
Ｈ―

イ
ン
デ

ン
、
一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
・
八―

ヘ
プ
タ
ク

ロ
ロ―

三
ａ
・
四
・
七
・
七
ａ―

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ―

四
・
七―

メ
タ
ノ―

一
Ｈ―

イ
ン
デ
ン
及
び
こ
れ
ら

の
類
縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ク
ロ
ル
デ
ン
又
は

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ル
。
第
七
条
の
表
五
の
項
に
お
い
て

「
ク
ロ
ル
デ
ン
類
」
と
い
う
。
）

九
　
ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）＝

オ
キ
シ
ド

十
　
Ｎ
・
Ｎ′

―

ジ
ト
リ
ル―

パ
ラ―

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ

ア
ミ
ン
、
Ｎ―

ト
リ
ル―

Ｎ′
―

キ
シ
リ
ル―

パ
ラ

―

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
又
は
Ｎ
・
Ｎ′

―

ジ
キ
シ

リ
ル―

パ
ラ―

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

十
一
　
二
・
四
・
六―

ト
リ―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル

フ
ェ
ノ
ー
ル

十
二
　
ポ
リ
ク
ロ
ロ―

二
・
二―

ジ
メ
チ
ル―

三―

メ

チ
リ
デ
ン
ビ
シ
ク
ロ
［
二
・
二
・
一
］
ヘ
プ
タ
ン

（
別
名
ト
キ
サ
フ
ェ
ン
）

十
三
　
ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・

〇
・

二
・
六

〇

・
三
・
九

〇

・
四
・
八

〇

］
デ
カ
ン
（
別
名
マ
イ
レ
ッ

ク
ス
。
第
七
条
の
表
九
の
項
に
お
い
て
「
マ
イ
レ
ッ

ク
ス
」
と
い
う
。
）

十
四
　
二
・
二
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ―

一―

（
二―

ク

ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）―

一―

（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ

ル
）
エ
タ
ノ
ー
ル
又
は
二
・
二
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ

―

一
・
一―

ビ
ス
（
四―

ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ

ノ
ー
ル
（
別
名
ケ
ル
セ
ン
又
は
ジ
コ
ホ
ル
）

十
五
　
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ブ
タ―

一
・
三―

ジ
エ
ン

十
六
　
二―

（
二
Ｈ―

一
・
二
・
三―

ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア

ゾ
ー
ル―

二―

イ
ル
）―

四
・
六―

ジ―

タ
ー
シ
ャ

リ―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

十
七
　
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン―

一―

ス
ル
ホ
ン

酸
）
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
。
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
」
と
い

う
。
）
又
は
そ
の
塩

十
八
　
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン―

一―

ス
ル
ホ
ニ

ル
）＝

フ
ル
オ
リ
ド
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
Ｆ
）

十
九
　
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

二
十
　
ｒ―

一
・
ｃ―

二
・
ｔ―

三
・
ｃ―

四
・
ｔ―

五
・
ｔ―

六―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

（
別
名
ア
ル
フ
ァ―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ

ン
）

二
十
一
　
ｒ―

一
・
ｔ―

二
・
ｃ―

三
・
ｔ―

四
・
ｃ

―

五
・
ｔ―

六―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

（
別
名
ベ
ー
タ―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
）

二
十
二
　
ｒ―

一
・
ｃ―

二
・
ｔ―

三
・
ｃ―

四
・
ｃ

―

五
・
ｔ―

六―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン

（
別
名
ガ
ン
マ―

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
）

二
十
三
　
デ
カ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
シ
ク
ロ
［
五
・
三
・

〇
・

二
・
六

〇

・
三
・
九

〇

・
四
・
八

〇

］
デ
カ
ン―

五―

オ
ン
（
別

名
ク
ロ
ル
デ
コ
ン
）

二
十
四
　
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ビ
フ
ェ
ニ
ル

二
十
五
　
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）

（
別
名
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第

七
条
の
表
十
二
の
項
に
お
い
て
「
テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
ジ

フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
。
）

二
十
六
　
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）

（
別
名
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第

七
条
の
表
十
三
の
項
に
お
い
て
「
ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ

フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
」
と
い
う
。
）

二
十
七
　
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）

（
別
名
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
）

二
十
八
　
ヘ
プ
タ
ブ
ロ
モ
（
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン
）

（
別
名
ヘ
プ
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
）

二
十
九
　
六
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十―

ヘ
キ
サ
ク
ロ

ロ―

一
・
五
・
五
ａ
・
六
・
九
・
九
ａ―

ヘ
キ
サ
ヒ

ド
ロ―

六
・
九―

メ
タ
ノ―

二
・
四
・
三―

ベ
ン
ゾ

ジ
オ
キ
サ
チ
エ
ピ
ン＝

三―

オ
キ
シ
ド
（
別
名
エ
ン

ド
ス
ル
フ
ァ
ン
又
は
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
）

三
十
　
ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
シ
ク
ロ
ド
デ
カ
ン

三
十
一
　
ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル
又
は
そ
の
塩
若

し
く
は
エ
ス
テ
ル

三
十
二
　
ポ
リ
塩
化
直
鎖
パ
ラ
フ
ィ
ン
（
炭
素
数
が
十

か
ら
十
三
ま
で
の
も
の
で
あ
つ
て
、
塩
素
の
含
有
量

が
全
重
量
の
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
に

限
る
。
）

三
十
三
　
一
・
一′

―

オ
キ
シ
ビ
ス
（
二
・
三
・
四
・

五
・
六―

ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ゼ
ン
）
（
別
名
デ
カ

ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
。
第
七
条
の
表
十
七

の
項
に
お
い
て
「
デ
カ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ

ル
」
と
い
う
。
）

三
十
四
　
ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
（
別
名
Ｐ
Ｆ
Ｏ

Ａ
。
以
下
「
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
塩

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
の
第
二
種
特
定
化
学
物
質

は
、
次
に
掲
げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

一
　
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

二
　
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三
　
四
塩
化
炭
素

四
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ＝

Ｎ
・
Ｎ―

ジ
メ
チ
ル
ジ
チ

オ
カ
ル
バ
マ
ー
ト

五
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ＝

フ
ル
オ
リ
ド

六
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ＝

ア
セ
タ
ー
ト

七
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ＝

ク
ロ
リ
ド

八
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ＝

ヒ
ド
ロ
キ
シ
ド

九
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ
脂
肪
酸
塩
（
脂
肪
酸
の
炭
素

数
が
九
、
十
又
は
十
一
の
も
の
に
限
る
。
）

十
　
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル
ス
ズ＝

ク
ロ
ロ
ア
セ
タ
ー
ト

十
一
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

メ
タ
ク
リ
ラ
ー
ト

十
二
　
ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）＝

フ
マ
ラ
ー
ト

十
三
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

フ
ル
オ
リ
ド

十
四
　
ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）＝

二
・
三―

ジ
ブ

ロ
モ
ス
ク
シ
ナ
ー
ト

十
五
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝
ア
セ
タ
ー
ト

十
六
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

ラ
ウ
ラ
ー
ト

十
七
　
ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）＝

フ
タ
ラ
ー
ト

十
八
　
ア
ル
キ
ル＝

ア
ク
リ
ラ
ー
ト
・
メ
チ
ル＝

メ
タ

ク
リ
ラ
ー
ト
・
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

メ
タ
ク
リ
ラ
ー

ト
共
重
合
物
（
ア
ル
キ
ル＝

ア
ク
リ
ラ
ー
ト
の
ア
ル

キ
ル
基
の
炭
素
数
が
八
の
も
の
に
限
る
。
）

十
九
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

ス
ル
フ
ァ
マ
ー
ト

二
十
　
ビ
ス
（
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
）＝

マ
レ
ア
ー
ト

二
十
一
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

ク
ロ
リ
ド

二
十
二
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ン
カ
ル

ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
こ
の
類
縁
化
合
物
の
混
合
物

（
別
名
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

ナ
フ
テ
ナ
ー
ト
）

二
十
三
　
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ＝

一
・
二
・
三
・
四
・
四

ａ
・
四
ｂ
・
五
・
六
・
十
・
十
ａ―

デ
カ
ヒ
ド
ロ―

七―

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル―

一
・
四
ａ―

ジ
メ
チ
ル―

一

―

フ
ェ
ナ
ン
ト
レ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
及
び
こ
の

類
縁
化
合
物
の
混
合
物
（
別
名
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
ロ

ジ
ン
塩
）

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要

し
な
い
場
合
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
新
規
化
学
物
質
を
他
の
化
学
物
質
の
中
間
物
と
し

て
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の

新
規
化
学
物
質
が
当
該
他
の
化
学
物
質
と
な
る
ま
で

の
間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の

汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
と
き
。

二
　
新
規
化
学
物
質
を
施
設
又
は
設
備
の
外
へ
排
出
さ

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
方
法
で
使
用
す
る
た
め
の
も
の

と
し
て
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

そ
の
新
規
化
学
物
質
が
廃
棄
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お

い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と

き
。

三
　
新
規
化
学
物
質
を
輸
出
す
る
た
め
に
製
造
し
、
又

は
輸
入
す
る
場
合
（
そ
の
輸
出
が
新
規
の
化
学
物
質

に
よ
る
環
境
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
地
域
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
地
域
を

仕
向
地
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ

つ
て
、
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
輸
出
さ
れ
る
ま
で
の

間
に
お
い
て
そ
の
新
規
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚

染
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
と
き
。

２
　
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
数
量

は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

1



３
　
法
第
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
一
ト

ン
と
す
る
。

（
審
査
の
特
例
等
の
対
象
と
な
る
場
合
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
数

量
は
、
十
ト
ン
と
す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
数
量
は
、
十
ト

ン
と
す
る
。

（
一
般
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要

し
な
い
場
合
）

第
五
条
　
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
数

量
は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

（
優
先
評
価
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出

を
要
し
な
い
場
合
）

第
六
条
　
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
数

量
は
、
一
ト
ン
と
す
る
。

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に

輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
製
品
）

第
七
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
製
品
（
日
本

国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み

て
輸
入
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産

業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
一
種
特
定
化
学

物
質

製
品

一
　
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル

一
　
潤
滑
油
、
切
削
油
及
び
作
動
油

二
　
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を

除
く
。
）
、
パ
テ
及
び
閉
そ
く
用
又

は
シ
ー
リ
ン
グ
用
の
充
塡
料

三
　
塗
料
（
水
系
塗
料
を
除
く
。
）
、

印
刷
用
イ
ン
キ
及
び
感
圧
複
写
紙

四
　
液
体
を
熱
媒
体
と
す
る
加
熱
用

又
は
冷
却
用
の
機
器

五
　
油
入
変
圧
器
並
び
に
紙
コ
ン
デ

ン
サ
ー
、
油
入
コ
ン
デ
ン
サ
ー
及

び
有
機
皮
膜
コ
ン
デ
ン
サ
ー

六
　
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
及
び
電
子
レ

ン
ジ

二
　
ポ
リ
塩
化
ナ

フ
タ
レ
ン
（
塩

素
数
が
二
以
上

の

も

の

に

限

る
。
）

一
　
潤
滑
油
及
び
切
削
油

二
　
木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及

び
か
び
防
止
剤

三
　
塗
料
（
防
腐
用
、
防
虫
用
又
は

か
び
防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
ア
ル
ド
リ
ン

及
び
Ｄ
Ｄ
Ｔ

一
　
木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及

び
か
び
防
止
剤

二
　
塗
料
（
防
腐
用
、
防
虫
用
又
は

か
び
防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）

四
　
デ
ィ
ル
ド

リ
ン

一
　
木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及

び
か
び
防
止
剤

二
　
塗
料
（
防
腐
用
、
防
虫
用
又
は

か
び
防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）

三
　
羊
毛
（
脂
付
き
羊
毛
を
除
く
。
）

五
　
ク
ロ
ル
デ

ン
類

一
　
木
材
用
の
防
腐
剤
及
び
防
虫
剤

二
　
木
材
用
の
接
着
剤

三
　
塗
料
（
防
腐
用
又
は
防
虫
用
の

も
の
に
限
る
。
）

四
　
防
腐
木
材
及
び
防
虫
木
材

五
　
防
腐
合
板
及
び
防
虫
合
板

六
　
ビ
ス
（
ト
リ

ブ
チ
ル
ス
ズ
）

＝

オ
キ
シ
ド

一
　
防
腐
剤
及
び
か
び
防
止
剤

二
　
塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の

水
中
の
生
物
の
付
着
防
止
用
の
も

の
に
限
る
。
）
及
び
印
刷
用
イ
ン
キ

三
　
漁
網

七
　
Ｎ
・
Ｎ′

―

ジ
ト
リ
ル―

パ

ラ―

フ
ェ
ニ
レ

ン
ジ
ア
ミ
ン
、

Ｎ―

ト
リ
ル―

Ｎ′
―

キ
シ
リ

ル―

パ
ラ―

フ

ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア

ミ
ン
又
は
Ｎ
・

Ｎ′
―

ジ
キ
シ

リ
ル―

パ
ラ―

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ

ア
ミ
ン

一
　
ゴ
ム
老
化
防
止
剤

二
　
ス
チ
レ
ン
ブ
タ
ジ
エ
ン
ゴ
ム

八
　
二
・
四
・
六

―

ト
リ―

タ
ー

シ
ャ
リ―

ブ
チ

ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

一
　
酸
化
防
止
剤
そ
の
他
の
調
製
添

加
剤
（
潤
滑
油
用
又
は
燃
料
油
用

の
も
の
に
限
る
。
）

二
　
潤
滑
油

九
　
マ
イ
レ
ッ

ク
ス

木
材
用
の
防
虫
剤

十
　
二―

（
二
Ｈ

―

一
・
二
・
三

―

ベ
ン
ゾ
ト
リ

ア
ゾ
ー
ル―

二

―

イ

ル

）―

四
・
六―

ジ―

タ
ー
シ
ャ
リ―

一
　
化
粧
板

二
　
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を

除
く
。
）
、
パ
テ
及
び
閉
そ
く
用
又

は
シ
ー
リ
ン
グ
用
の
充
塡
料

三
　
塗
料
及
び
印
刷
用
イ
ン
キ

四
　
ヘ
ル
メ
ッ
ト

ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ

ー
ル

五
　
ラ
ジ
エ
ー
タ
グ
リ
ル
そ
の
他
の

自
動
車
の
部
品
（
金
属
製
の
も
の

を
除
く
。
）

六
　
照
明
カ
バ
ー

七
　
保
護
用
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
及
び
眼

鏡
の
フ
レ
ー
ム

八
　
防
臭
剤

九
　
ワ
ッ
ク
ス

十
　
サ
ー
フ
ボ
ー
ド

十
一
　
イ
ン
キ
リ
ボ
ン

十
二
　
印
画
紙

十
三
　
ボ
タ
ン

十
四
　
管
、
浴
槽
そ
の
他
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
品
（
成
形
し
た
も
の
に

限
る
。
）

十
一
　
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ

又
は
そ
の
塩

一
　
航
空
機
用
の
作
動
油

二
　
糸
を
紡
ぐ
た
め
に
使
用
す
る
油

剤
三
　
金
属
の
加
工
に
使
用
す
る
エ
ッ

チ
ン
グ
剤

四
　
圧
電
フ
ィ
ル
タ
又
は
半
導
体
の

製
造
に
使
用
す
る
エ
ッ
チ
ン
グ
剤

五
　
メ
ッ
キ
用
の
表
面
処
理
剤
又
は

そ
の
調
製
添
加
剤

六
　
半
導
体
の
製
造
に
使
用
す
る
反

射
防
止
剤

七
　
半
導
体
用
の
レ
ジ
ス
ト

八
　
研
磨
剤

九
　
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤

及
び
泡
消
火
薬
剤

十
　
防
虫
剤
（
し
ろ
あ
り
又
は
あ
り

の
防
除
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

十
一
　
業
務
用
写
真
フ
ィ
ル
ム

十
二
　
印
画
紙

十
二
　
テ
ト
ラ
ブ

ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ

ル
エ
ー
テ
ル

一
　
塗
料

二
　
接
着
剤

十
三
　
ペ
ン
タ
ブ

ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ

ル
エ
ー
テ
ル

一
　
塗
料

二
　
接
着
剤

十
四
　
ヘ
キ
サ
ブ

ロ
モ
シ
ク
ロ
ド

デ
カ
ン

一
　
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処

理
を
し
た
生
地

二
　
生
地
に
防
炎
性
能
を
与
え
る
た

め
の
調
製
添
加
剤

三
　
発
泡
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
ビ
ー
ズ

四
　
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処

理
を
し
た
カ
ー
テ
ン

十
五
　
ペ
ン
タ
ク

ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー

ル
又
は
そ
の
塩

若
し
く
は
エ
ス

テ
ル

一
　
木
材
用
の
防
腐
剤
、
防
虫
剤
及

び
か
び
防
止
剤

二
　
防
腐
木
材
、
防
虫
木
材
及
び
か

び
防
止
木
材

三
　
防
腐
合
板
、
防
虫
合
板
及
び
か

び
防
止
合
板

四
　
に
か
わ

十
六
　
ポ
リ
塩
化

直
鎖
パ
ラ
フ
ィ

ン
（
炭
素
数
が

十
か
ら
十
三
ま

で
の
も
の
で
あ

つ
て
、
塩
素
の

含
有
量
が
全
重

量
の
四
十
八
パ

ー
セ
ン
ト
を
超

え
る
も
の
に
限

る
。
）

一
　
潤
滑
油
、
切
削
油
及
び
作
動
油

二
　
生
地
に
防
炎
性
能
を
与
え
る
た

め
の
調
製
添
加
剤

三
　
樹
脂
用
又
は
ゴ
ム
用
の
可
塑
剤

四
　
塗
料
（
防
水
性
か
つ
難
燃
性
の

も
の
に
限
る
。
）

五
　
接
着
剤
及
び
シ
ー
リ
ン
グ
用
の

充
塡
料

六
　
皮
革
用
の
加
脂
剤

十
七
　
デ
カ
ブ
ロ

モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル

エ
ー
テ
ル

一
　
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処

理
を
し
た
生
地

二
　
生
地
、
樹
脂
又
は
ゴ
ム
に
防
炎

性
能
を
与
え
る
た
め
の
調
製
添
加

剤
三
　
接
着
剤
及
び
シ
ー
リ
ン
グ
用
の

充
塡
料

四
　
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処

理
を
し
た
床
敷
物

五
　
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処

理
を
し
た
カ
ー
テ
ン

六
　
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の
処

理
を
し
た
旗
及
び
の
ぼ
り

十
八
　
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ

又
は
そ
の
塩

一
　
耐
水
性
能
又
は
耐
油
性
能
を
与

え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
紙

二
　
は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能

を
与
え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
生

地
三
　
洗
浄
剤

四
　
半
導
体
の
製
造
に
使
用
す
る
反

射
防
止
剤

五
　
塗
料
及
び
ワ
ニ
ス

六
　
は
つ
水
剤
及
び
は
つ
油
剤

七
　
接
着
剤
及
び
シ
ー
リ
ン
グ
用
の

充
塡
料

2



八
　
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤

及
び
泡
消
火
薬
剤

九
　
ト
ナ
ー

十
　
は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性
能

を
与
え
る
た
め
の
処
理
を
し
た
衣

服
十
一
　
は
つ
水
性
能
又
は
は
つ
油
性

能
を
与
え
る
た
め
の
処
理
を
し
た

床
敷
物

十
二
　
床
用
ワ
ッ
ク
ス

十
三
　
業
務
用
写
真
フ
ィ
ル
ム

（
第
二
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に

輸
入
予
定
数
量
等
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
製

品
）

第
八
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品

は
、
第
二
条
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
第
二
種
特
定
化
学
物
質
（
次
条
の
表
三
の
項
に
お
い

て
「
ト
リ
ブ
チ
ル
ス
ズ
化
合
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水
中
の
生
物
の

付
着
防
止
用
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
技
術
上
の
指
針
の
公
表
を
行
う
第
二
種
特
定
化
学
物

質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
製
品
）

第
九
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
二
種
特
定
化
学
物
質

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
製
品
と
す

る
。

第
二
種
特
定
化

学
物
質

製
品

一
　
ト
リ
ク
ロ

ロ
エ
チ
レ
ン

一
　
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除

く
。
）

二
　
塗
料
（
水
系
塗
料
を
除
く
。
）

三
　
金
属
加
工
油

四
　
洗
浄
剤

二
　
テ
ト
ラ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ

ン

一
　
加
硫
剤

二
　
接
着
剤
（
動
植
物
系
の
も
の
を
除

く
。
）

三
　
塗
料
（
水
系
塗
料
を
除
く
。
）

四
　
洗
浄
剤

五
　
繊
維
製
品
用
仕
上
加
工
剤

三
　
ト
リ
ブ
チ

ル
ス
ズ
化
合

物

一
　
防
腐
剤
及
び
か
び
防
止
剤

二
　
塗
料
（
貝
類
、
藻
類
そ
の
他
の
水

中
の
生
物
の
付
着
防
止
用
の
も
の
に

限
る
。
）

（
手
数
料
）

第
十
条
　
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

額
は
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子
申
請
（
情

報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金

額
）
と
す
る
。

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
金
額

電
子
申
請
に

よ
る
場
合
に

お
け
る
金
額

一
　
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

十

二

万

六

百

円

二
十
一
万
三

千
七
百
円

二
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

十

二

万

千

七

百

円

十
一
万
七
千

二
百
円

三
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

万

六

千

七

百

円

三
万
九
千
九

百
円

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
十
一
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
審
議
会
等
で
政
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

厚
生
労
働
大
臣

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

経
済
産
業
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
同
年
八
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
製

造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る

政
令
の
廃
止
）

２
　
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
化
学
物
質
の
製

造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る

政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
二
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、

当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化

学
物
質
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
製
品
と
す

る
。

第
一
種
特
定
化
学
物
質
製
品

Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
又
は
そ
の
塩
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤

及
び
泡
消
火
薬
剤

Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
又
は
そ
の
塩
消
火
器
、
消
火
器
用
消
火
薬
剤

及
び
泡
消
火
薬
剤

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二

二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十

月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
二
日
政
令
第
三

〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
十
二
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十

二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
一
三
日
政
令
第
九

七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
一
七
日
政
令
第
二

九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月

二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
三
一
日
政
令
第

三
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
（
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
同
年

三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
四

九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五
九

号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
五

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
三

五
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
年
三

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
一
二
日
政
令
第
二
五

九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
二
の
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
五
日
政
令
第
四
九

号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
七
七

号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
四
日
政
令
第
六
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
政
令
第
九

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第

五
四
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年

七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
四
日
政
令
第
二
八

七
号
）
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こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
五
日
政
令
第
五

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
一
九
日
政
令
第
四

一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規

制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
四

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
確
認
に
関
す
る
経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
者
）

２
　
改
正
法
附
則
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
薬
事

法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に

係
る
医
薬
品
の
中
間
物
と
し
て
新
規
化
学
物
質
を
製
造

し
、
又
は
輸
入
す
る
者
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
政
令
第
五

七
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
三

四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
政
令
第

三
二
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第

二
五
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
　
平

成
二
十
二
年
五
月
一
日

二
　
第
三
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
条

の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規

定
及
び
附
則
第
四
項
を
削
る
改
正
規
定
　
平
成
二
十
二

年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第

二
五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
一
九
日
政
令
第
六

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
日
政
令
第
五
二

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
一
日
政
令
第
三

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
の
表
の
改
正
規
定
　
平
成
三
十
年
十
月
一
日

二
　
第
三
条
の
改
正
規
定
及
び
第
四
条
の
改
正
規
定
　
化

学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十

三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
）

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一

八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二

月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
二
一
日
政
令
第
一
四

四
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
施
行

す
る
。
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